
公  告 

山国川河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定の締結 

（電気通信設備工事） 

次のとおり公告します。 

令和８年１月２０日 

国土交通省 九州地方整備局 

山国川河川事務所長 小野  朋次 

１ 基本協定の概要等 

（１） 基本協定の目的

本協定は、大規模な災害が発生した場合、緊急的に応急対策工事（光ケーブルの応

急復旧を主とする）を実施することを想定し、あらかじめ実施業者を定め、迅速な応

急復旧に資することを目的とする。 

（２） 基本協定区間

山国川河川事務所直轄区間

ただし、「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本部長（九州地方整

備局長）等から応援要請があった場合又は、山国川河川事務所長が必要と判断した

場合は、当事務所の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他整備局、地方自治体等）

において発生した災害等の区間も本協定の対象となる場合がある。

（３） 基本協定の内容

災害の応急対策（光ケーブルの災害復旧を主とする）に関しこれに必要な組織及び電

気通信関連機材、並びに資材、労力等（以下「資機材等」という。）の確保及びその動員

の方法を定め、災害の拡大防止と被害施設の早期復旧に期することを目的とするもので

ある。

 また、山国川河川事務所が主催または参加する防災訓練や操作訓練に、山国川河川事務

所からの参加依頼があった場合には、参加するものとする。

（４） 基本協定期間

令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日

（５）基本協定の締結受託者の選定

本協定締結受託者の選定については、下記の項目について提出された技術資料等か

ら総合的に評価し、協定締結受託者を４社程度決定する評価方式である。 

① 工事拠点の位置 ②緊急事態時の体制 ③有資格技術者数等

④施工実績の工事成績 ⑤資機材等の調達 ⑥災害協定等の締結実績

（６） 災害時等応急対策工事の実施方法

基本協定締結後、災害等発生し緊急的に工事を実施する場合は、速やかに工事請負

契約を締結する。工事の実施に当たっては関係法令を遵守するものとする。 

但し、基本協定を締結した場合でも災害等の発生のなかった場合は、実際の工事を 

行わないことを付記する。 
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（７）本協定に基づき工事請負契約を取り交わす時点においては、施工業者が法定外労働

災害補償制度（元請・下請を問わず補償できる保険）に加入していることを条件と

する。 

なお、法定外労働災害補償制度には、工事現場単位で随時加入する方式と直前１年 

間の完成工事高により掛金を算出して保険期間内の工事を保険対象とする方式があり、 

請負契約の条件となる保険は、いずれの方式であっても差し支えない。 

２ 参加資格要件 

（１） 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第

７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

（２） 九州地方整備局の管轄区域の内、大分県内又は福岡県内に建設業法に基づく営業

所（協定締結参加資格確認申請書に記載された本店又は支店等営業所の住所による。）

が所在すること。

（３）九州地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和７・８年度の通信設備工事

又は維持修繕工事に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。（会

社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続

に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）

また、基本協定締結後に一般競争（指名競争）参加資格を失効したときは、失効し

た日をもって当該協定を無効とする。 

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続の申立てがなされている者（上記（３）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

（５） 協定締結対象業者は経常共同企業体を除く。

（６） 協定締結参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から締結

業者決定の時までの期間において、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停

止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を

受けていないこと。

（７） 平成２２年度以降に国、公団等又は県市町村発注の光ケーブル敷設工事又は光ケー

ブル移設工事の施工実績があること。

（８） 緊急時の体制の確保として２名以上の光ケーブル工事に関する実務経験者あるい

は、ＦＴＴＨ屋外施工技能認定（旧光ファイバケーブル工事技能認定）、ＦＴＴＨ施

工管理技術認定（旧光ファイバケーブル工事管理技術者認定）を取得している者を確

保できること。

（９）緊急事態発生に伴う協力要請があった場合、山国川河川事務所へ概ね２時間以内に

到着できること。

（10）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、 国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。
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（11）緊急応急対策工事に必要な電気通信関連資材及び、機材、労力等を速やかに調達出 
来ること。 

   資材：融着器、パルス試験器、光ロス試験器、試験用コネクタ、クロージャー 

      応急用光ケーブル等 

機材：高所作業車、トラック等 

 

 

３ 技術資料の総合的な評価に関する事項等 

（１）技術資料等説明書に示す評価項目について、評価基準に基づき評価する。 

 
 
４ 本基本協定に関する手続等 
（１） 担当部局 

〒８７１－００２６ 大分県中津市大字高瀬１８５１－２ 
               国土交通省 九州地方整備局 山国川河川事務所  

                    電話：０９７９－２４－０５７１（代） 

ＦＡＸ：０９７９－２４－１９８５ 

              担当： 流域治水課  建設専門官 石原（内線４０１）  

                   管理課    機電係長   後藤（内線３３４） 
        
（２） 技術資料等説明資料の交付期間、場所及び方法 

① 交付期間：令和８年１月２０日（火）から令和８年２月１２日（木）まで 

② 交付方法： 山国川河川事務所ＨＰからダウンロード 

 

（３）協定締結参加申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 

     ①提出期間：令和８年１月２０日（火）から令和８年２月１２日（木）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 
②提出場所： 

〒８７１－００２６ 大分県中津市大字高瀬１８５１－２ 
     国土交通省 九州地方整備局 山国川河川事務所 流域治水課 

③提出方法：持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等の 
ものに限る。提出期間内必着。）により提出する。 

             
 
５ その他 
（１） 技術資料の作成要領協定締結受託者の評価及び決定方法などの詳細については、 

「技術資料等説明書」による。 
 

（２） 当事務所において公示を行っている他の令和８年度における「災害時等応急復旧対策 
工事に関する基本協定の締結」において重複して選定された際は、履行の実行性を確認す

る場合がある。 
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